
令 和 ２ 年 ４ 月 

保 護 者 の 皆 様 

高石市教育委員会 

 

令和 2年度の夏季休業期間（夏休み期間）の変更について 

（お知らせ） 
 

平素は本市の教育活動にご協力、ご理解いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症防止のために、現在、本市の公立小中学校については休業等

の対応を実施しております。この間の休業期間の学習補充につきまして、再開後の学校に

おける工夫（授業内容の精選や 7時間目の実施等）に加えまして、高石市の小中学校につ

いて、夏季休業期間を下記の通り短縮し、授業を実施することとなりました。 

各ご家庭におかれましては夏季休業期間中に様々なご予定を計画されているとは存じま

すが、ご理解とご協力をいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

高石市立各学校の令和 2年度の夏季休業期間について 

※今後の状況により、変更になる可能性があります。 

 

◎変更後の夏季休業期間 

令和 2年 8月 8日（土）から 8月２３日（日）まで 

 ※例年は 7月 21日から 8月 27日 

 

◎1学期終業式及び 2学期始業式 

  ・1学期終業式…8月 7日（金） 

  ・2学期始業式…8月 24日（月） 

 

◎給食の実施について 

・1学期は 8月 6日（木）まで 

・2学期は 8月２５日（火）から 

 

この期間は、現在の 5月１０日までの休業を踏まえた対応となります。今後の状況によ

り変更の場合もありますが、現時点におきましては上記期間としてお知らせいたします。 

なお、急な変更がある場合につきまして、ご理解とご了承くださいますようお願い申し

上げます。 

 新型コロナウイルス感染症防止の対応については、変更の場合など、市のホームページ

等を活用して連絡しますので、ご確認をお願いします。 


